
環境報告書の基本情報が役立つための必要条件

○全て（大多数）の事業者が環境
　報告書を作成・公表すること

○環境報告書の記載情報が正確であること

○環境報告書が事業活動の状況、方向性を正しく反映していること
同時達成

環境報告書の基本的機能
外部（社会的）機能 内部機能

①事業者と「社会」との環境コミュニケーションツール

②事業者の「社会」に対する説明責任に基づく情報開示ツール

③事業者の「社会」とのプレッジ・アンド・レビューによる

　環境保全活動推進ツール

④事業者自身の環境保全に関する方針・目標・

　行動計画等の策定・見直しのツール

⑤経営者や従業員の意識付け、行動促進

　のためのツール

事業者の評価、製品・サービス等の選択（意志決定）のための基本情報

環境報告書の基本的機能とそのための必要条件

環境報告書の普及 環境報告書を通じた事業者の信頼性と比較可能性の確保同時達成
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環境報告書
作成の容易
性を高める

課題２
環境報告書

作成へのイ
ンセンティ
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課題３
環境報告書作成と環境

への取組に対する社会
からの適正な評価を確
保する
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環境報告書
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比較可能性
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課題５

中小事業者の
取組の普及促
進を図る

事業者が「社会」の期待する持続可能な環境保全型社会に向けての

行動を実行し、その方向を指向していること

第三者レビューの位置付けについて 資料１

１－１



環境報告書の普及と、環境報告書の信頼性と比較可能性の確保のための基本政策

・地方の環境プラザにおける環境報告書の展示
　及びそのための支援策

・地方公共団体との共同による環境報告書モデル
　事業の実施
・環境報告書ガイドラインの改訂

・セミナー、シンポジウムの開催
・環境報告書ネットワークの支援

・環境パートナーシッププラザでの環境報告書の
展示
・セミナー、シンポジウムの地方開催

環境報告書作
成の容易性を高

める

・環境活動評価プログラムの改訂

・一定の要件を満たす環境行動計画の認証

・環境活動評価プログラムの策定

・優良な環境行動計画の表彰
・全国でのセミナーの開催

中小事業者の

取組の普及促
進を図る

・第三者レビューガイドラインの作成
・環境報告監査人（仮称）の創設

・虚偽記載への対応の検討

・第三者レビューの状況についての調査の実施環境報告書の
信頼性と比較可

能性を確保する

・環境報告書の全作成事業者のリストの公開
・一定の要件を満たす環境報告書の認定
・一定の要件を満たす環境報告書公表の制度化
・他の企業情報開示制度への環境情報開示項目の

　追加による制度化
・環境パフォーマンス指標の改訂（集計方法の
　共通化、項目の体系化含む）

・記載内容が比較可能なデータベースの作成、
　公表
・環境パフォーマンス指標ガイドラインの策定
　及びパイロット事業の実施

・記載内容が比較可能なデータベースの拡充

環境報告書作
成と環境への取
組に対する社会
からの適正な評

価を確保する

・エコマーク認定における条件化
・取組事業者への経済的支援
・優良な環境報告書の認定

・優良な取組を行い、環境報告書を公表する
　事業者の認定

・優良な環境報告書の表彰
・政府のグリーン購入に際して環境報告書の公表
事業者の優先配慮

・金融機関、投資家等の啓蒙、情報提供

環境報告書作
成へのインセン
ティブを高める

今後、検討、実施する施策既に実施、及び実施中の施策課題
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